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令和３年大船渡市教育委員会第９回定例会会議録 

 

1．日   時 

令和３年９月 30 日（木） 午後１時 30 分から午後３時５分まで 

 

2．場   所 

大船渡市役所 教育委員会会議室 

 

3．出席委員の氏名 

教   育   長    小 松 伸 也 

教育長職務代理者    柏 崎 正 明 

委      員    熊 谷 テイ子 

委      員    村 谷 志 保 

 

4．説明等のため出席した職員 

教育次長兼教育総務課長   遠 藤 和 枝 

学 校 教 育 課 長   佐 藤   真 

生 涯 学 習 課 長   山 岸 健悦郎 

 

5．議    事 

議案第１号 令和３年大船渡市議会第３回定例会に追加提案する議案（教育に関する事

務について定める部分）の作成に係る臨時専決処理に関し承認を求めるこ

とについて 

議案第２号 職員の服務の宣誓に関する規程を廃止する訓令について 

議案第３号 大船渡市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の制

定について 

 

6．報告事項 

 （教育長） 

   ① 大船渡市教育委員会委員の任命について 

 （教育次長） 

   ① 令和３年大船渡市議会第３回定例会について 

 （学校教育課） 

① 第３回市内小・中学校長会議の開催結果について 

② 気仙地区中学校新人大会の開催結果について 

 （生涯学習課） 

① 新型コロナウイルス感染症対策について 
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7．会議の大要 

（教育長） 

・令和３年大船渡市教育委員会第９回定例会の開会を宣言する。 

・令和３年第８回定例会の会議録について、質問、意見を求めた結果、教育委員の承認

を得る。 

・諸報告事項について、事務局等の説明を求める。 

（教育長） 

   ・口頭により報告する。 

（教育次長） 

・別添資料等により報告する。 

（学校教育課長） 

・別添資料等により報告する。 

（生涯学習課長） 

・別添資料等により報告する。 

（教育長） 

・追加報告を求める。 

・追加報告がないことを確認後、報告事項についての質問、意見を求める。 

 （教育長職務代理者） 

   ・スタートカリキュラムを作成することにより、子ども達が安心して小学校のスタート

を切ることができる。幼保小連携の素晴らしい取組だと感じた。中１ギャップという

言葉があるが、小１も大きな段階である。このような連携がとても大事だと思う。 

 （学校教育課長） 

   ・今年度からの取組となる。本来であれば訪問する予定だったが、コロナ禍のため今年

度は保育園の生活の様子を撮影したものを全体で共有した。保育施設での取組や小学

校での様子を相互に理解し合うことで、来年の新入生が円滑に学校生活に臨めること

を願っている。 

 （教育委員） 

  ・文部科学省の資料にある表がわかりやすく目安になる。ぜひ保護者に配布してほしい。 

（教育長職務代理者） 

  ・新入生の保護者説明会で、この資料を簡単にまとめたものを配布してはどうか。 

（学校教育課長） 

  ・検討する。 

（教育長） 

  ・大船渡市のカリキュラムは決定しているのか。 

（学校教育課長） 

・決定しているが、入学後については学校行事と合わせながら進めていくため、現在、

各学校で作成中である。 

（教育委員） 

  ・中学生新入生学習状況調査結果では県との学力差がある。どのようにフィードバック

するのか。 
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（学校教育課長） 

  ・調査結果は校長会議で示したところである。今後、各学校で市内あるいは県の結果と

比較し、教科ごとの課題に対し修正を加えていくこととなる。 

  ・教育委員会でも実施にあたり、意識啓発など県平均を超える取組をしていきたい。 

（教育委員） 

  ・特に国語、「書くこと」とは具体的にどういうことか。 

（学校教育課長） 

  ・「書くこと」というのは、出題に対し自分の意見を書いたり、作者の意図を抜き出した

りする記述や漢字の部分となる。 

・スマートフォンやユーチューブの普及により、文書を読む時間が減少してきていると

思われる。その落ちている部分を課題とし、授業に反映していくこととなるだろう。 

（教育委員） 

  ・読み取る力も関わってくるだろう。国語は他の教科の基礎となるので、よろしくお願

いしたい。 

（学校教育課長） 

  ・問題を読み取る力が劣っている可能性もある。正しく出題意図を読み取ることが出来

ないと答えも間違うこととなる。委員がおっしゃるとおり、国語は全教科に通じる。 

（教育長） 

  ・学校には、生徒個人の結果と学級や学校ごとの正当率が各学校に示されている。個々

や学級で落ち込んでいる課題を分析したうえで、理解に向けた指導が必要となってく

る。 

・教育委員会としては、市全体の傾向を見極め、落ち込んでいる部分を強化していかな

ければならない。 

（教育長職務代理者） 

  ・有事の際の対応について、児童生徒を在校中に引き渡す際に「引き渡す児童生徒は、

当該保護者あるいは家族の子供に限る」とあるが、「引き渡す児童生徒は、保護者ある

いは家族に限る」とした方がわかりやすいのではないか。 

（学校教育課長） 

  ・課内で再度検討する。 

（教育長職務代理者） 

  ・休日、夜間は「校長または指定職員」が被害状況を学校教育課に報告するとある。指

定職員は事前に教育委員会に報告されているのか。 

（学校教育課長） 

  ・報告されている。管理職あるいは管理職がどちらも内陸出身の場合は、地元の教職員

が指定されている。 

（教育長職務代理者） 

  ・管理職が２人とも市内に在住していない学校は何校か。 

（学校教育課長） 

  ・３校である。 

（教育長職務代理者） 
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  ・そういった学校は特に大事にしていかなければならない。 

（教育長） 

  ・避難勧告が無くなった。避難指示が出たら避難だと理解させることに配慮した。 

（教育委員） 

  ・夏季休業中の市内小中学校における問題行動等で「登校時における朝の挨拶が積極的

ではない」、「全体的に指導待ちである」、「受け身の姿勢を感じる」という報告がある。

共通するものがあるのではないかと心配だ。 

（学校教育課長） 

  ・小学生は地域の方への挨拶に消極的な部分もみられる。中学生の方が挨拶をする印象

だ。成長過程の中で、挨拶が大事だと理解していく時期があるのではないか。 

  ・長期休業明けだからということも考えられる。 

（教育委員） 

  ・猪川小の復興教育について今朝の新聞に掲載されていた。校長が自身の体験を、その

言葉で話すということは児童にとって説得力があるだろう。いつまでも記憶に残るこ

とを期待したい。 

（学校教育課長） 

  ・震災を経験していない教職員も増えている。復興教育は大事にしていきたい。 

（教育長） 

・その他、質問、意見がないことを確認後、諸報告を終了する。 

（教育長） 

・開議を宣言する。 

・日程第１、会期の決定について、会期を１日とする。 

・日程第２、議案第１号について、説明を求める。 

（学校教育課長） 

・日程第２、議案第１号 令和３年大船渡市議会第３回定例会に追加提案する議案（教

育に関する事務について定める部分）の作成に係る臨時専決処理に関し承認を求める

ことについて、説明する。 

（教育長） 

・議案第１号について、質問、意見を求める。 

 （教育委員） 

   ・第一中学校改築工事は、いつ開始するのか。 

 （教育次長） 

   ・来月下旬に安全祈願祭を行い、それ以降に開始する予定である。 

 （教育長職務代理者） 

   ・あいさつ広場前に校舎側から校庭の方に降りる階段がある。また、屋内運動場棟から

校庭に降りてくる階段がある。これらの階段の幅はどれくらいか。充分に広さは確保

されているのか。 

 （学校教育課長） 

   ・あいさつ広場前の階段は 16ｍ程度、屋内運動場棟の方の階段は３ｍ程度である。 

（教育長） 
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・その他、質問、意見がないことを確認後、議案第１号について諮る。 

・全員異議がなく、議案第１号を原案どおり承認する。 

（教育長） 

・日程第３、議案第２号について、説明を求める。 

 （学校教育課長） 

・日程第３、議案第２号 職員の服務の宣誓に関する規程を廃止する訓令について、説

明する。 

（教育長） 

・議案第２号について、質問、意見を求める。 

（教育長） 

・質問、意見がないことを確認後、議案第２号について諮る。 

・全員異議がなく、議案第２号を原案どおり可決する。 

（教育長） 

・議案第３号 大船渡市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の

制定について、追加議案とすることを諮る。 

・全員異議がなく、議案第３号を審議することとする。 

・日程第４、議案第３号について、説明を求める。 

（教育次長） 

・日程第４、議案第３号について、説明する。 

（教育長） 

・議案第３号について、質問、意見を求める。 

 （教育委員） 

   ・様式は、全てインターネットで取得可能なのか。 

 （教育次長） 

   ・条例規則を載せた例規集や市ホームページから申請書様式がダウンロードできる。 

 （教育委員） 

   ・メールでの提出も可能となるのか。 

 （学校教育課長） 

   ・メールも可能となるが、学校は県様式のものも多い。県の動向も見ていく必要がある。 

（教育長） 

・質問、意見がないことを確認後、議案第３号について諮る。 

・全員異議がなく、議案第３号を原案どおり可決する。 

（教育長） 

  ・全体を通して、質問・意見がないか確認する。 

（教育長職務代理者） 

  ・地区新人戦の結果を見ると、第一中学校は９つの団体、東朋中学校は２つの団体が県

大会に出場している。今後ますます統合した学校が活躍する傾向になるだろう。統合

したことにより学力面だけでなく、こういったスポーツ面においても差が出てくるこ

とがわかってくるのではないか。 
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（教育長） 

・その他、質問・意見、追加議案がないことを確認後、議案審議を終了する。 

・令和３年大船渡市教育委員会第９回定例会の閉会を宣言する。 

 

 

会 議 録 作 成 者  教育長   小 松 伸 也 

 

 

会 議 録 署 名 者  教育長 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 


